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資料5 



湯梨浜町の制度 A市の制度 B町の制度 

奨励金の申請者 事業者 

 

雇用者 雇用者 

対象雇用者の条件 • 町民 

• 雇用期間の定めなし 

• 就職後6カ月勤務 
• 国、地方公共団体、一
般社団法人などの勤務
でないこと 

• 学校を卒業または中退
してから3年以内の市民 

• 雇用期間の定めなし 

• 就職後1年間勤務 

• 市内に3年以上居住 
• 国、地方公共団体、一
般社団法人などの勤務
でないこと 

 

• 学校を卒業または中退
してから1年以内の30歳
未満の町民または転入
してから1件以内の40歳
未満の町民 

• 雇用期間の定めなし 

• 就職後6カ月勤務 

• 町内に3年以上居住 
• 国、地方公共団体、一
般社団法人などの勤務
でないこと 

 

対象事業者の条件 • 町内事業者 

 

• 市内事業者 • 町内または通勤可能な
町外の事業所 

• 自営業または家業継承
のために従事 

• 農林水産業に従事 

 

奨励金額 20万円（新卒者は30万円） 

 

3万円（就活学生登録者は5

万円） 

10万円 

• 湯梨浜町と他市町の制度の比較。特筆すべき相違点を赤い文字としている。 

雇用奨励金制度の比較 



• 鳥取県内の12月の有効求人倍率は26年ぶりに1.70倍に到達。雇用情勢は確
実に改善傾向にある。 

• 企業は深刻な人手不足に悩まされる状態が続いている。 

0.77 

0.45 

0.56 

0.68 

0.82 

0.97 

1.11 

1.23 

1.41 

1.63 
1.59 1.6 

1.62 
1.63 1.66 1.64 

1.62 
1.63 

0.61 

0.48 
0.64 

0.68 

0.72 

0.9 

1.01 

1.2 

1.39 

1.54 
1.58 

1.6 

1.64 
1.67 1.66 1.64 

1.63 
1.71 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

有効求人数 

有効求職者数 

全国 

鳥取県 

（資料：鳥取労働局） 

（参考）雇用情勢の推移 


